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告 示
栃木県告示第347号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第55条第１項の規
定により医療扶助又は医療支援給付のための施術を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の３の規
定により次のとおり告示する。
　　令和８（2026）年６月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

指 定
年 月 日

施 術 者 施 術 所

氏 名 住 所 名 称 所 在 地

令 和 ８
（2026）年
４月21日

塚越　将 塩谷郡高根沢町石末
2862-１　サンガーデン
オヤマD棟２号棟

だいご接骨院 茨城県久慈郡大子町池田
2640-４

（地域福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第348号
　国土調査法（昭和26年法律第180号）第６条第３項の規定により、次のとおり国土調査として指定したの
で、同条第５項の規定により次のとおり公示する。
　なお、調査地域を示す図面は、栃木県環境森林部森林整備課及び栃木県森林組合連合会に備え置いて縦覧に
供する。
　　令和８（2026）年６月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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調査を行う者の
名 称

調 査 区 域 調 査 期 間

栃木県森林組合
連合会

宇都宮市のうち富屋Ａ地区、城山Ａ地区、足利市のう
ち名草Ａ地区、栃木市のうち出流Ａ地区、鹿沼市のう
ち東大芦Ｂ地区、粟野Ｂ地区、大田原市のうち須賀川
Ｃ地区、那須塩原市のうち高林Ｃ地区、那須烏山市の
うち大木須Ｃ地区、茂木町のうち逆川Ｂ地区、市貝町
のうち小貝Ａ地区及び那珂川町のうち大那地Ｂ地区

令和８（2026）年４月14日から
令和９（2027）年３月31日まで

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第349号
　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を認証したの
で、同条第４項の規定により公告する。
　　令和８（2026）年６月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

調査を行った
者 の 名 称

調 査 区 域 成 果 の 名 称 認証年月日

大田原市 大田原市大豆田及び黒羽向
町の各一部

大田原市大豆田及び黒羽向町の各一部
（大豆田Ⅱ・黒羽向町Ⅰ地区）

令和８ （2026）年
５月28日

大田原市 大田原市前田の一部 大田原市前田の一部
（前田Ⅰ地区）

令和８ （2026）年
５月28日

矢板市 矢板市扇町二丁目、針生の
各一部

矢板市扇町二丁目、針生の各一部
（扇町Ⅱ地区）

令和８ （2026）年
５月28日

矢板市 矢板市扇町一丁目、扇町二
丁目、針生、中の各一部

矢板市扇町一丁目、扇町二丁目、針生、
中の各一部
（扇町Ⅲ地区）

令和８ （2026）年
５月28日

さくら市 さくら市馬場の一部 さくら市馬場の一部
（馬場Ⅱ地区）

令和８ （2026）年
５月28日

さくら市 さくら市氏家、馬場の各一
部

さくら市氏家、馬場の各一部
（馬場Ⅲ地区）

令和８ （2026）年
５月28日

さくら市 さくら市馬場の一部 さくら市馬場の一部
（馬場Ⅳ地区）

令和８ （2026）年
５月28日

さくら市 さくら市馬場、長久保及び
富野岡の各一部

さくら市馬場、長久保及び富野岡の各一
部
（馬場Ⅵ・富野岡Ⅰ地区）

令和８ （2026）年
５月28日

那須烏山市 那須烏山市中央の一部 那須烏山市中央の一部
（中央Ⅴ地区）

令和８ （2026）年
５月28日

益子町 益子町大字大沢の一部 益子町大字大沢の一部
（大沢Ⅳ地区）

令和８ （2026）年
５月28日

野木町 野木町大字川田の一部 野木町大字川田の一部
（川田Ⅱ地区）

令和８ （2026）年
５月28日
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那珂川町 那珂川町大那地の一部 那珂川町大那地の一部
（大那地Ⅰ地区）

令和８ （2026）年
５月28日

（農村振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第350号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和８（2026）年６月16日から同年７月15日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和８（2026）年６月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

214
一 般 県 道
福 良 羽 川 線

小山市大字北飯田字南301-１から
小山市大字北飯田字南270-３まで

令和８（2026）年
６月16日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　◯令和９（2027）年度栃木県立産業技術専門校訓練生の募集
　令和９（2027）年度に入校する栃木県立産業技術専門校訓練生を次のとおり募集するので、栃木県立産業技
術専門校規則（昭和47年栃木県規則第36号）第９条の規定により公告する。
　　令和８（2026）年６月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　産業技術専門校名及び所在地等

産 業 技 術 専 門 校 名 所 在 地 等

県央産業技術専門校
〒321-0905
宇都宮市平出工業団地48-４
電話028-689-6374

２　募集人員

訓 練 課 程 科 名 人 員

普 通 課 程
技 能 習 得 コ ー ス 機 械 技 術 科

人
30

制 御 シ ス テ ム 科 20

自 動 車 整 備 科 20

建 築 設 備 科 20

I T エ ン ジ ニ ア 科 20

金 属 加 工 科 20

電 気 工 事 科 20

木 造 建 築 科 20

３　募集期間及び試験日

訓 練 課 程 出 願 期 間 試 験 日
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普 通 課 程
技 能 習 得 コ ー ス
（木造建築科を除く）

⑴　推薦入校試験
令和８（2026）年９月１日（火）
～９月14日（月）

⑵　一般入校試験
第１回
令和８（2026）年10月13日（火）
～ 10月26日（月）
第２回
令和８（2026）年12月３日（木）
～ 12月16日（水）
第３回
令和９（2027）年１月22日（金）
～２月４日（木）
第４回
令和９（2027）年２月22日（月）
～３月８日（月）

⑴　推薦入校試験
令和８（2026）年10月１日（木）

⑵　一般入校試験
第１回
令和８（2026）年11月５日（木）

第２回
令和９（2027）年１月14日（木）

第３回
令和９（2027）年２月10日（水）

第４回
令和９（2027）年３月11日（木）

普 通 課 程
技 能 習 得 コ ー ス
（木造建築科）

⑴　推薦入校試験
令和８（2026）年12月３日（木）
～ 12月16日（水）

⑵　一般入校試験
第１回
令和９（2027）年１月22日（金）
～２月４日（木）
第２回
令和９（2027）年２月22日（月）
～３月８日（月）

⑴　推薦入校試験
令和９（2027）年１月６日（水）

⑵　一般入校試験
第１回
令和９（2027）年２月12日（金）

第２回
令和９（2027）年３月12日（金）

４　その他
　募集について不明な点は、県央産業技術専門校（電話028-689-6374）に問い合わせること。

（労働政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○県営土地改良事業に係る換地処分
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、県営中山間高原（小山帰）地区土地
改良（区画整理）事業内の土地について次のとおり換地処分を行ったので、同条第10項において準用する同法
第54条第４項の規定により公告する。
　　令和８（2026）年６月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　換地処分の年月日
令和８（2026）年６月５日

２　換地処分の内容
令和８（2026）年４月14日付け栃木県告示第229号で公告した換地計画のとおり。

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画の構想に関する公聴会の開催
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条第１項の規定に基づき区域区分の変更に関する公聴会を開催す
るので、都市計画に関する公聴会運営要領（昭和44年栃木県告示第642号。以下「要領」という。）第２条の規
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定により次のとおり公告し、同条第３号の都市計画の構想に係る図書を栃木県県土整備部都市政策課、栃木県
安足土木事務所及び足利市都市建設部都市政策課において令和８（2026）年６月16日から同月30日まで縦覧に
供する。
　なお、要領第３条の規定により、当該都市計画の構想について意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに
知事に意見申出書を提出することができる。
　　令和８（2026）年６月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　公聴会の日時及び場所

日 時 場 所

令和８（2026）年７月14日（火）
午後６時30分から

足利市朝倉町264
あしかがフラワーパークプラザ
（301号室）

２　都市計画の構想
⑴　構想の名称
足利佐野都市計画区域区分

⑵　対象となる土地の区域
足利市中川町、今福町、五十部町の各一部

３　その他
　縦覧期間満了の日までに、意見申出書の提出がない場合及び意見申出書を提出した者のうちに公述人とな
る意思を有する者がいない場合は、公聴会を開催しないものとする。
　なお、傍聴を希望する者は、公聴会の開催の有無について、あらかじめ、栃木県県土整備部都市政策課計
画担当（電話028-623-2468）に問い合わせること。

（都市政策課）　
　───────────────────────────────────────────────

雑 報
　　　○栃木県市町村職員共済組合公告
　地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）第22条第３項及び地方公務員等共済組合法施行規程（昭
和37年総理府・文部省・自治省令第１号）第67条の２並びに栃木県市町村職員共済組合定款（昭和37年11月８
日認可）第５条の規定に基づき、令和７年度決算の要旨を公告する。
　　令和８（2026）年６月16日

栃木県市町村職員共済組合　　　　　
理事長　　星　　野　　光　　利　　

損益計算書の要旨 （単位：千円）

経 理 区 分 短 期 厚 生 年 金
保 険 退職等年金 経過的長期 退職等年金

預託金管理
経過的長期
預託金管理

収

入

負担金 7,166,024 15,097,297 806,296 104,209

掛金（組合員保険料） 7,054,609 9,821,551 806,288

交付金等 693,194

利息及び配当金 2,908 5,382 6,122

その他の収入 138,793

前年度支払準備金 1,135,018

計 16,190,546 24,918,848 1,612,584 104,209 5,382 6,122

給付 7,618,937

役職員給与
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厚生費

支

出

旅費・事務費

支払利息 5,382 6,122

前期高齢者納付金 1,451,942

後期高齢者支援金 2,896,523

病床転換支援金 １

介護納付金 1,280,239

連合会払込金・拠出金・分担金 959,967

掛金（組合員保険料）・負担金払込金 24,918,848 1,612,584 104,209

その他の支出 96,499

次年度支払準備金 1,187,911

計 15,492,019 24,918,848 1,612,584 104,209 5,382 6,122

差引当期利益金又は当期損失金（△） 698,527 0 0 0 0 0

 （単位：千円）

経 理 区 分 業 務 保 健 貯 金 貸 付 物 資

収

入

負担金 222,053 281,611

掛金（組合員保険料） 276,885

交付金等 82,555 101

利息及び配当金 1,883 788 937,344

その他の収入 19 16,798 34,381

前年度支払準備金

計 306,510 559,284 937,344 16,899 34,381

支

出

給付

役職員給与 108,989 14,724 16,096 5,187 4,418

厚生費 197 482,697 13 12 13

旅費・事務費 19,758 1,289 1,533 1,133 795

支払利息 716,123 5,296 150

前期高齢者納付金

後期高齢者支援金

病床転換支援金・退職者給付拠出金

介護納付金

連合会払込金・拠出金・分担金 115,922 3,581

掛金（組合員保険料）・負担金払込金

その他の支出 70,825 44,235 4,275 1,002 12,911

次年度支払準備金

計 315,691 546,526 738,040 12,630 18,287

差引当期利益金又は当期損失金（△） △9,181 12,758 199,304 4,269 16,094

貸借対照表の要旨 （単位：千円）

経 理 区 分 短 期 厚 生 年 金
保 険 退職等年金 経過的長期 退職等年金

預託金管理
経過的長期
預託金管理

資 流動資産 3,673,593 1,564,770 104,280 668 51,622 7,555
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固定資産 495,000 2,007,208

産 資 産 合 計 3,673,593 1,564,770 104,280 668 546,622 2,014,763

負

債

流動負債 115,491 1,564,770 104,280 668

固定負債 1,187,911 546,622 2,014,763

負 債 合 計 1,303,402 1,564,770 104,280 668 546,622 2,014,763

純
資
産

利益剰余金（欠損金） 2,370,191

純 資 産 合 計 2,370,191 0 0 0 0 0

負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,673,593 1,564,770 104,280 668 546,622 2,014,763

 （単位：千円）

経 理 区 分 業 務 保 健 貯 金 貸 付 物 資

資

産

流動資産 501,146 577,393 1,369,383 161,900 611,487

固定資産 7,492 143 62,426,010 1,376,883 127

資 産 合 計 508,638 577,536 63,795,393 1,538,783 611,614

負

債

流動負債 12,408 23,498 59,474,247 52 746

固定負債 71,376 14,055 18,515 509,880 10,365

負 債 合 計 83,784 37,553 59,492,762 509,932 11,111

純
資
産

利益剰余金（欠損金） 424,854 539,983 4,302,631 1,028,851 600,503

純 資 産 合 計 424,854 539,983 4,302,631 1,028,851 600,503

負 債 ・ 純 資 産 合 計 508,638 577,536 63,795,393 1,538,783 611,614

　───────────────────────────────────────────────

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第30号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項、第75条第１項、第76条第１項、第80条第１項、第81条第
１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第１
項の規定による選挙権を有する者の総数の50分の１、当該総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と
40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、当該総数の40万を超え
る数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数及び３分の１の数は、そ
れぞれ次のとおりである。
　　令和８（2026）年６月16日

栃木県選挙管理委員会委員長　　金　　田　　尊　　男　　
１　県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者の総数の50分の１の数
 31,665人
２　県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者の総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に
６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数
 297,902人
３　県の議会の議員の宇都宮市・上三川町選挙区における選挙権を有する者の総数の40万を超える数に６分の
１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数

 142,132人
４　県の議会の議員の各選挙区（宇都宮市・上三川町選挙区を除く。）における選挙権を有する者の総数の３
分の１の数
足 利 市 選 挙 区 38,558人
栃 木 市 選 挙 区 42,336人
佐 野 市 選 挙 区 31,359人
鹿 沼 市 選 挙 区 25,962人
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日 光 市 選 挙 区 21,306人
小 山 市・ 野 木 町 選 挙 区 52,197人
真 岡 市 選 挙 区 20,884人
大 田 原 市 選 挙 区 18,969人
矢 板 市 選 挙 区 8,573人
那須塩原市・那須町選挙区 38,927人
さくら市・塩谷郡選挙区 22,978人
那須烏山市・那珂川町選挙区 10,829人
下 野 市 選 挙 区 16,577人
芳 賀 郡 選 挙 区 16,666人
壬 生 町 選 挙 区 10,691人

　───────────────────────────────────────────────


